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市営住宅入居申込みのご案内 

市営住宅は，公営住宅法及び鹿嶋市営住宅条例に基づき住宅に困窮する低所得の方のために，低廉な家賃

でお貸しすることを目的に建設された住宅です。 

申込みにあたり，収入や同居者などに制約が設けられていますので，この案内をよくお読みください。 

１　入居申込先及び申込に関するお問い合わせ先　 

鹿嶋市役所　都市整備部　都市計画課　住宅グループ 

住所：茨城県鹿嶋市平井１１８７番地１ 

電話：０２９９－８２－２９１１（内線：４１１・４１２） 

メールアドレス：toshikei1@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

２　募集と申込方法　 

（１） 随時募集（１世帯１箇所のみ申し込み可。既存市営住宅の空家の有無にかかわらず常時受付） 

※現在定期募集は行っておりません。 

（２）申込方法　 

 　     所定の入居申込書に必要書類を添付し，鹿嶋市役所　都市整備部 都市計画課 へ直接提出してくだ

さい。なお,郵送での申込は受付けておりません。 

３ 入居申込者の資格　 

申込者は，次に掲げる（１）～（４）の用件をすべて備えている必要があります。また，入居が決定した

際には，連帯保証人を１名立てていただいた後,敷金を納入していただくことになります。 

（１）現在住宅に困っている方。 ※ 持家のある方は原則として申込みできません。 

住宅に困っているとは？ 

□住宅以外の建物、危険もしくは不衛生な住宅に居住している 

□住宅がないために他の世帯と同居している 

□住宅がないために家族と同居できない 

□家族構成と住宅規模がアンバランス 

□現在住んでいる住宅から立退きを求められている（自己の責めに帰する場合を除く） 

□勤務地から著しく離れた住宅に住んでいる 

□収入に対して過大な家賃を支払っている 

（２）市町村税を滞納していないこと。 

（３）現に同居又は同居しようとする親族があること。また，その者又は現に同居し，若しくは同居しよ

うとする親族が暴力団員でないこと。 

ア　親族には配偶者，子，兄弟姉妹などのほか，婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある方及び婚約者を含みます。なお，婚約中の申込受付は，入籍日の３ヶ月前です。　 

※同居が不自然な場合，申込みは認められません。 
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イ　単身者でも，次のいずれかに該当する場合は申込みをすることができます。 

なお，日常生活に常時介護が必要な方はご相談ください。 

 　 　□　満６０歳以上 

  　　□　身体障害者手帳（１級～４級），精神障害者保健福祉手帳（１級～３級），療育手帳（○Ａ，Ａ，

Ｂ，Ｃ級）のいずれかの交付を受けている 

　    　□　戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者 

□　原爆被害者の医療等に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている 

　    　□　生活保護を受けている 

　    　□　海外からの引揚者で，引き上げ後５年以内 

　　　　□　ハンセン病療養所に入所等をしている 

　　　　□　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者 

　　　　□　犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者 

　　　□　生活困窮自立支援法の援助を受けている方　 

（４）収入基準にあてはまること。 

①入居申込者資格の収入基準は，次のとおりです。 

②収入月額の計算方法は，次のとおりです。（所得額，扶養人数及び特別控除額は，３ページの 

「４ 所得額及び控除額」参照） 

※ 収入月額 ＝（世帯の年間合計所得額－扶養人数×380,000 円－特別控除額）÷１２ヶ月 

 

 

 

 

 
世帯区分 収 入 月 額 該　当　す　る　世　帯

 一般世帯 １５８，０００円以下  　裁量世帯以外の世帯

 

裁量世帯 ２１４，０００円以下

 ア　満６０歳以上の方のみの世帯、又は満６０歳以上の

方と１８歳未満の方のみの世帯 

 イ　入居申込者及び世帯員に次の方がいる世帯 

 　　身体障害者（１～４級） 

　 　精神障害者（１，２級） 

 　　知的障害者（療育手帳○Ａ，Ａ，Ｂ） 

　 　戦傷病者（特別項症～第６項症，第１款症） 

　 　原子爆弾被爆者 

海外からの引揚者で，引き上げた日後５年以内の方 

ハンセン病療養所入所者 

ウ　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間の子どもがいる世帯（高校卒業相当） 

エ　入居者の年齢が，同居者の年齢と合計して８０歳を

超えない場合（配偶者（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定

者を含む。）に限ります。）
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③入居申込者有資格の収入基準の早見表は，次のとおりです。 

　　　なお，中途就職者又は転職した場合には，早見表は利用できませんのでご相談ください。 

【収入基準早見表】 

〈注〉（　）内の金額は，給与所得者が１人の場合の総収入金額です。 

 

４ 所得額及び控除額　 

収入月額の計算方法は，以下の通りです。 

 

収入月額 ＝（世帯の年間合計所得額－扶養人数×380,000 円－特別控除額）÷１２ヶ月 

 

（１）世帯の年間所得額 

　 ア 前年中に収入のあった方について，次により算出した所得額を合算します。 

１ 給与所得の場合 

給料，賃金，賞与等の合計所得で，その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特

定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得額） 

２ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業による収入（課税証明書の所得

額） 

３　公的年金の収入は雑所得となります。（課税証明書の所得額） 

 　イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

１　退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

２　生活保護の各種扶助，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

３　遺族年金，児童扶養手当及び障害年金　 

４　仕送りによる収入 

５　退職予定者（２ヶ月以内に退職予定の方に限ります。）の給与所得等 

世帯の年間所得金額 同居・別居扶養親族控除額 特別控除額 収入月額

※(1)により算出した世帯
の所得金額の合算

※(2)参照。申請名義人以外の同居
予定親族と別居扶養親族の合計
（1人あたり38万円）

※(3)の該当する特
別控除額を合計

※2.（4)の収入基準以
下であること

） ÷  12  =
円

（ 380,000円 ×   人－ －
円

 

種別

同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数

 
０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

 
世総 

帯所 

の得 

年金 

間額

一般

世帯

1,896,000 円 

(2,967,999 円) 

以下

2,276,000 円 

(3,511,999 円) 

以下

2,656,000 円 

(3,995,999 円) 

以下

3,036,000 円 

(4,471,999 円) 

以下

3,416,000 円 

(4,947,999 円) 

以下

3,796,000 円 

(5,423,999 円) 

以下

4,176,000 円 

(5,895,999 円) 

以下

 
裁量

世帯

2,568,000 円 

(3,887,999 円) 

以下

2,948,000 円 

(4,363,999 円) 

以下

3,328,000 円 

(4,835,999 円) 

以下

3,708,000 円 

(5,311,999 円) 

以下

4,088,000 円 

(5,787,999 円) 

以下

4,468,000 円 

(6,263,999 円) 

以下

4,848,000 円 

(6,720,001 円) 

以下
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（２）同居及び別居扶養親族控除額 

      すべての世帯の申込者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族（所得税法上の扶養親族）は収入の有

無にかかわらず，１人あたり３８万円を控除します。 

       扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込者を除く）＋ 別居扶養親族数〕× 380,000 円 

（３）特別控除額 

 

 種　　　　 別 対　　　　象　　　　者 控  除  額

 
 老人控除対象配偶者  控除対象配偶者で，かつ年令が 70 歳以上の方 1人に付き10万円

 
 老人扶養親族控除  扶養親族で，かつ年令が 70歳以上の方 1人に付き10万円

 
 特定扶養親族控除  扶養親族で，かつ年令が 16歳以上 23 歳未満の方 1人に付き25万円

 

 寡婦控除

 夫と死別し，若しくは離婚した後婚姻していない方，又

は夫の生死が明らかでない方で，扶養親族又は生計を一に

する子のある方（生計を一にする子とは，他の所得者の控

除対象配偶者や扶養親族でなく，所得金額の合計が 38 万

円を超えていない方） 

27 万円(所得が 27

万円に達しないと

きはその額)

 

ひとり親控除

現に婚姻していない方，又は配偶者の生死が明らかでな

い方で，かつ生計を一にする子があり，かつ合計所得が

500 万円以下の方（生計を一にする子の範囲は寡婦の場合

と同様）

35 万円(所得が 35

万円に達しないと

きはその額)

 

 障害者控除

 申込者や扶養親族で，身体障害者手帳（３級～６級）， 

精神障害者保健福祉手帳（２・３級） 又は療育手帳 

（Ｂ級）を持っている方

1人に付き27万円

 

 特別障害者控除

 申込者や扶養親族で，身体障害者手帳（１級・２級） 

精神障害者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳 

（○Ａ，Ａ）級 を持っている方

1人に付き40万円

  

公営住宅法施行令に

よる基礎控除振替 

（給与所得者，公的年

金所得者） 

　名義人又は同居親族で過去一年間において給与所得又は

公的年金等にかかる雑所得を有する者

該当者ごとに上限

10 万円（所得等の

金額が 10万円未

満である場合に

は，その金額）
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５　居申込みに必要な書類一覧　 

（１） 入居申込する世帯全員の方に提出していただく書類です。 

 

注意事項 

　●申込書類提出時に本人確認をさせていただきますので，以下の本人確認書類をお持ちください。 

【1 枚の提示で足りるもの】 

運転免許証，マイナンバーカード，旅券（パスポート），在留カード，各種免許証，運転経歴証明書 

身体障害者手帳，養育手帳，精神障害者保健福祉手帳等 

【2枚の提示で足りるもの】 

資格確認書，介護保険被保険証，国民年金手帳，診察券，学生証等 

 

 必要書類 注意事項 確認欄

 
□入居申込書（様式第１号） ・必要事項を記入すること

 
□勤務先及び収入証明書 
（様式第１号 別紙）

・勤務先にて証明してもらってください。  

・前年１月から現在までに，就職又は転職した場合は，収入証明

書欄も記載が必要です。※満額 2ヶ月以上の実績があるもの

 
□収入申告書（様式第８号） ・必要事項を記入すること

 
□情報確認同意書

・世帯全員分，自署で署名により★印は省略できます。 

　※市外在住の方は同意をいただいても★印を省略できません

 □住民票の写し（★） ・世帯全員のもの（続柄記載入り・発行後 3ヶ月以内のもの）

 

□課税証明書（★）

・収入のある方全員分 

・収入のない方は、非課税証明書又は在学証明書（学生証の写し） 

※所得の有無にかかわらず 18歳以上の世帯全員分が必要です。 

（発行後 3ヶ月以内のもの）

 

 前年の課税証明書が発行

されない時期（１月から

概ね５月）は， 

□課税証明書の他に 

□源泉徴収票又は 

□確定申告書 

が必要です。

□前々年分課税証明書（転入により鹿嶋市で課税証明書が発行され

ない方が申込む場合は，前住所地市町村長発行の課税証明書） 

□給与所得の方は，給与所得の源泉徴収票 

□確定申告が必要な方（事業所得者等）は，確定申告書控えの写し

（受付印のあるもの） 

□年金受給の方は，公的年金等の源泉徴収票の写し

 

□納税証明書 
（未納がないことの証明）

・市町村税を完納していることが分かるもの。 

※転入より鹿嶋市で納税証明書が発行されない方が申込む場合

は，前住所地市町村長発行の納税証明書を添付してください。（発

行後 1ヶ月以内のもの）　　　　　　　　　　　　　

 □マイナンバーカード　　　 
の写し（表面のみ）

・世帯全員分の写し。 

※マイナンバーカードがない方は資格確認書の写し

 
 □緊急連絡先届

 ※緊急時にご連絡させていただく場合がありますので，日本語による

円滑なやり取りができる方としてください。
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（２）（１）の他に，入居申込世帯の中で下表の事由に該当する方のみ提出していただく書類です。 

　　ご不明な場合や判断に迷う場合は，ご相談ください。 

 

注意事項 

★印は，情報確認同意書の提出により省略できます。※鹿嶋市に住民登録がある方のみ 

 
特別な事由 添付書類 確認欄

 
申込者及び同居親族が退

職した場合 

（前年１月から現在まで

に）

□退職証明書　□雇用保険被保険者離職票の写し　□雇用保険受給資

格者証の写しなどのいずれかの書類 

※再就職せず年金受給（予定者）の場合は， 

□年金証書　□年金裁定通知書の写し

 

退職予定の場合

□退職予定証明書 

※入居時までに退職を証明する書類（雇用保険被保険者離職票の写し

等）を提出してください。

 

婚約中の場合

□婚約証明書（入籍日の３ヶ月前であること） 

※入居時までに入籍したことが確認できる書類（戸籍謄本）を提出して

ください。

 

ひとり親世帯の場合

□戸籍謄本（入居者全員のもの） 

※親子等別戸籍の場合それぞれ必要となります。（母子・父子世帯，及

び申込者が独身で親・兄弟と同居する場合など）

 

 
単身の場合

□戸籍謄本 

□自活状況申立書

 

 
障害者世帯の場合（★） □身体障害者手帳又は療育手帳の写し

 
外国人世帯の場合

□住民票（★）（国籍・続柄・在留資格・在留期間のわかるもの） 

□在留カード（世帯全員）

 
生活保護世帯の場合（★） □生活保護受給者証明書

 

住宅に困窮していること

がわかる書類 

（場合により必要な書類）

□賃貸契約書の写し（家賃が高いことを申込みの理由とする場合）

 
□立退証明書（立退を申込みの理由とする場合）

 □住宅間取り図　□居住者全員の住民票 

（過密住宅を申込の理由とする場合）

 □家庭裁判所に離婚調停を申立てている証明書 

（申込者が申立人の場合）

 
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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６　申込みから入居まで　 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪連帯保証人の資格≫ 

   

 

 

 

※法人保証をご希望される場合

は，別途手続きがございますので，

ご相談ください。 

なお，法人保証が受けられる場合，

連帯保証人は必要ありません。

③入居資格審査 

必要に応じ追加書類等を提出してください。 
入居資格審査後，入居資格が認められると，入居予定者となります。

④誓約書等の提出（連帯保証人の資格審査） 

入居資格が認められた方は，連帯保証人の連署する誓約書及

び誓約書に添付する書類と，敷金（決定家賃額×３）を納付

し，その領収書のコピーを期限までに提出してください。

⑤入居者として決定 

連帯保証人の資格審査後，入居者として決定します。 

入居説明日（引き渡し日）を調整します。

⑥入居説明（引き渡し） 

入居決定通知書と鍵を渡します。 

窓口にて入居に当たっての注意事項や入居してから守っていただく事項な

どを説明します。入居する部屋にて現況を確認後，鍵をお渡しします。 

※入居説明の日から１５日以内に入居・住民票異動をしてください。

① 入居申込み 

「市営住宅入居申込書に必要書類を添えて申し込みしてください。 

（申込資格の確認後受付をします。）

② 内見 

実際に入居する部屋の準備できましたら,市より電話にてご連絡します。 

お部屋を内見後，必要書類及び今後の流れ等窓口にてご説明します。

内見のご案内まで，お待ちいただくことがあります。

内見時の現況での引き渡しとなります。 
エアコン・ガスコンロ・照明・インターネット回線等は個人での

ご用意となります。
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連帯保証人とは？ 

  〇連帯保証人は入居者の身分保障に限らず，家賃等の債務，その他の義務を入居者と連帯して果たしてい

ただく方ですので，原則として入居者と同等以上の収入があり，入居者と独立して生計を営んでいる方で

なければなりません。 

〇連帯保証人には、次のような責任及び義務が生じます。 

１　入居者が家賃を滞納したときは、入居者への納付指導をしていただきます。また、指導に応じない場

合には、代わって対応していただくこととなります。※民法改正（令和 2年 4月 1日施行）により連帯

保証人の負担する債務に極度額が設けられました（極度額：入居時家賃の６月分） 

２　入居者の責任により生じた市営住宅の修繕並びに、退去に伴う修繕等を行わないときには、入居者に

代わってそれを行っていただきます。 

３　入居者が自治会運営に支障をきたしたときは、入居者に対する是正指導をしていただきます。 

４　入居者が市営住宅を無断で退去したり、注意事項を守らなかったり、無断不使用その他の不適正な使

用（部屋を壊したり、ゴミだらけにしたり、ベランダや共有箇所に樹木や雑草を繁茂させる等）をした

ときには、入居者に対する是正指導をしていただきます。また、指導に応じない場合には、代わって対

応していただくこととなります。 

 

７ 入居後の注意事項　 

（１）家賃 

１  家賃は収入等に応じて毎年，見直されます。 

２  家賃決定のため，毎年収入申告書を提出しなければなりません。 

（２）家賃は毎月指定期日までにその月分を納付して下さい。なお，納付に当たっては，口座振替の利用 

をお願いいたします。 

（３）毎月の家賃の他に，次のような経費がかかります。ただし，金額は入居する住宅により異なります。 

１　鍵・畳・襖等の入居者の負担となる修繕費（入居中及び退去時） 

２　共同施設の電気，ガス，水道及び下水道の使用料 

３　共同で使用する給水用ポンプ，外灯，階段灯及びエレベーターの電気代等 

４　エレベーター使用料（エレベーターを設置してある住宅のみ） 

５　駐車場使用料（駐車場を利用する方のみ） 

（４）駐車場については，使用の申込みを行わないと使用できません。また，自動車を変更した場合は届

け出が必要になります。原則として１世帯につき１台分のスペースしかありませんので，２台目以降

の駐車場についてはご相談下さい。 

（５）禁止事項 

市営住宅は共同生活の場ですので，次のことを禁止しています。守っていただけない場合は，住宅

の明け渡しを請求することもありますので十分にご注意下さい。 

１　家賃等の滞納 

２　周辺の環境を乱す，又は他人に迷惑を及ぼす行為 

３　動物（犬・ねこ・さる・にわとり等）の飼育 

４　決められた場所以外への駐車 

５　不正行為による入居，住宅を他の者に貸したり，入居の権利を他の者に譲渡したりすること 

６　無断で住宅の模様替えや増築をすること 

７　住宅又は共同施設を故意に損傷すること 

８　正当な理由によらないで１５日以上住宅を使用しないこと 
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　　９　入居者又は同居者が暴力団員であること 

10　住宅を住宅以外の目的で使用すること 

（７）収入基準額を超えた場合 

入居後３年を経過した後，一定の収入基準額を超える収入超過者となったときは，住宅の明渡努力

義務が生ずるとともに，本来家賃のほかに一定の家賃が加算されます。さらに入居後５年以上経過し

高額所得者となった場合は，同規模の民間住宅家賃と同程度の家賃を支払っていただくとともに，速

やかに住宅を明け渡していただくことになります。 

※ 収入超過者　…　収入月額 158,001 円以上の世帯（一般世帯） 

　　　　　　　　　 収入月額 214,001 円以上の世帯（裁量世帯） 

　　　　　 高額所得者　…　収入月額 313,001 円以上の世帯 

 

８　申込み後の状況変化の報告　 

入居申込書は，申込みをした日から１年を経過した後の８月末日まで有効です。申込み後１年を経過し

た後の８月末日を過ぎた場合，その申込みは無効になりますので，継続して申込みを希望される場合は再

申込みが必要となります。また，申込書を提出した後，次のような場合は必ずご連絡ください。 

１　住所・連絡先・氏名・家族などに変更があったとき 

２　勤務先が変ったとき 

３　退職予定日が変ったとき 

４　入籍予定日が変ったとき 

５　入居希望住宅を変更したいとき 

６　市営住宅以外の住宅への入居が決まり，申込みの必要がなくなったとき 

 

９　申込み資格の再審査　 

申込みをされてから入居予定者に決定するまでの間に年度や収入基準が変わった場合などは，改めて必要

書類を提出していただきます。申込み資格の再審査後，入居予定者として決定します。 

 



【所在地】鹿嶋市宮中２０６７番地１

【住宅概要】 1号棟 2号棟
 建築年度 S48 S49
 構造
 階数
 部屋タイプ ２LDK ３LDK
 専有面積 40.3㎡ 45.2㎡ 71.4㎡～ 75.6㎡～
 戸数 20戸 20戸
 家賃 10,300円～20,200円 11,800円～23,100円
 単身入居 〇 〇
 エレベーター  × ×
 駐車場
 共益費
 学区

【参考間取り図】

3号棟
H9

鉄筋コンクリート
５階建 7階建
３K

35戸
24,300円～51,500円

×
〇（1,964円/月）

1,200円/1台・月（２台目要相談）
有（毎月変動制）

三笠小学校 / 鹿島中学校

三 笠 山 団 地　

【1号棟：3K】 【2号棟：3K】

洋   室（4.5帖）

 
洋 室
（3帖）

 洋     室
   （6帖）

  洋     室
     （6帖）



【参考間取り図】

【3号棟：3LDK】

【3号棟：2LDK】

【3号棟：2LDK】



【所在地】鹿嶋市下津２７３番地５０

【住宅概要】 1号棟 2号棟 3号棟
 建築年度 S50
 構造
 階数
 部屋タイプ
 専有面積
 戸数 40戸 20戸 20戸
 家賃
 単身入居 〇 〇 〇
 エレベーター  × × ×
 駐車場
 共益費
 学区

【参考間取り図】

S51
鉄筋コンクリート

５階建
３K
48㎡

12,800円 ～ 25,200円

敷地内：1,400円/1台・月  敷地外：500円/1台・月 （２台目可）
有（毎月変動制）

平井小学校 / 平井中学校

港 ケ 丘 団 地　

【3K】

   洋     室
     （6帖）

 洋     室
    （4.5帖）



【所在地】鹿嶋市佐田555番地

【住宅概要】 1号棟 2号棟 3号棟
 建築年度 S51 S53 H5
 構造
 階数
 部屋タイプ 3DK 3K 3DK
 専有面積 55.6㎡ 47.4㎡ 63.8㎡
 戸数 24戸 16戸 16戸
 家賃 14,800円～29,000円 12,600円～24,800円 21,200円～41,600円
 単身入居 × 〇 ×
 エレベーター  × × ×
 駐車場
 共益費
 学区

【参考間取り図】

鉄筋コンクリート
4階建

敷地内：1,000円/1台・月（２台目可）
有（毎月変動制）

高松小学校 / 高松中学校

洋     室
(4.5帖）

佐 田 団 地　

【1号棟：3DK】 【2号棟：3K】

  洋     室
    （6帖） 洋     室

(4.5帖）

はま寿司

ドミノピザ

イオン

洋   室  
（６帖）   洋 室

（６帖）

【3号棟：3DK】



【住宅概要】
 建築年度
 構造
 階数
 部屋タイプ 2DK ３DK ３LDK 2DK ３LDK
 専有面積 50.07㎡～ 71.94㎡ 71.88㎡ 49.26㎡ 67.36㎡
 戸数 12戸 8戸 8戸 9戸 6戸

 家賃
16,600円
～32,900円

24,000円
～47,300円

23,900円
～47,200円

16,600円
～32,600円

22,700円
～44,600円

 単身入居 〇 × × 〇 ×
 エレベーター   
 駐車場
 共益費
 学区

【参考間取り図】

1・２号棟 3号棟
１号棟/H15  2号棟/H16 H18

鉄筋コンクリート
３階建

〇（1,956円/月）
舗装：1,300円/1台・月  未舗装：1,000円/1台・月 （２台目可）

有（毎月変動制）
平井小学校 / 平井中学校

平 井 団 地　
【所在地】鹿嶋市平井東３丁目15番地

【3DK】【2DK】 【3LDK】

洋室
7.5帖

洋室
6帖



【住宅概要】 1号棟 2号棟 3号棟 4号棟 5号棟 6号棟
 建築年度
 構造
 階数
 部屋タイプ 1LDK ２LDK
 専有面積 50.74㎡ 64.51㎡
 戸数 8戸 4戸 １戸 １戸 １戸 １戸

 家賃
17,700円
～34,700円

22,500円
～44,200円

 単身入居 〇 × 〇 〇 × ×
 エレベーター   
 駐車場
 共益費
 学区

【参考間取り図】

    

H26
鉄骨造 木造（戸建）
２階建 平屋

１LDK ２LDK
49.96㎡ 66.46㎡

16,300円～32,100円 21,800円～42,700円

×
舗装：1,300円/1台・月（２台目要相談）

有（毎月変動制）
平井小学校 / 平井中学校

平 井 東 団 地　

【1号棟：1LDK】

【所在地】鹿嶋市平井東二丁目12番地2  （1～4号棟）
     鹿嶋市平井東二丁目11番地22（5～6号棟）

【2号棟：2LDK】


